
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5章 計画の推進 
  



 

 

5.1.計画の進行管理 
本計画の進行管理を適切に行うため、環境審議会の意見などを参考に、PDCA サイクル（Plan[計

画する]、Do[実行する]、Check[評価する]、Act[改善する]）の考え方に基づき、取組内容が継続的

に向上していくよう見直しに努めていくこととします。 

本計画の進行状況の把握は、毎年定期的にすべての市の環境関連施策の実行状況を集約し、整理と

一定の評価を行うこととします。評価結果を踏まえ、必要に応じて見直しを行い、次年度の取組を行

っていきます。 

集約した環境施策の状況については、各種の測定結果やその他の環境の状況とともに環境審議会に

報告し、条例で定める「環境の状況等の公表」の規定に基づき、「北広島のかんきょう」や市のホー

ムページなどで市民に公表します。 

また、分野ごとに設定した成果指標についてもアンケート調査により把握する指標を除き毎年確認

を行うものとし、定量的な評価を行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-1：PDCAサイクルによる計画の進行管理 
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5.2.計画推進のための体制・組織 
市庁内に総合的な推進体制を整えます。また、諮問機関として環境審議会を置きます。 

 

（1）市の推進体制 

市のさまざまな部門に関係する環境基本計画の推進のため、関係各課が必要に応じて適切に連携す

ることとします。 

また、市の全体にかかわる施策や課題については、計画の総合的な検討及び調整を図るための横断

的な組織である「環境検討委員会」で調整を図り、総合的な推進を図ります。 

 

（2）環境審議会 

環境審議会は、市長の諮問に応じ、「環境基本計画に関すること」「環境の保全及び創造に関する

基本的事項」について調査審議することと条例で定められています。 

市では計画の推進に関することのほか、環境に関する諸課題などについて、必要な意見を求めてそ

の反映に努めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-2：計画推進のための体制 
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5.3.協働推進の方針 
計画を推進するための取組は、市民１人で実践するものから、市民団体や事業者、市などが実施

するもの、これらが連携するものなどさまざまな形がありますが、目標の実現のためには市民や事

業者などの協力が必要不可欠であることから、次のような方針で連携・協働を進めていくこととし

ます。 

 

（1）市民や事業者との協働 

市民や事業者の協力を得て、効果的な取組を進めることができるよう、活動や事業ごとに実行委員

会や協議会を設置するなど、適切な方法で連携・協働するように努めます。 

また、団体との協働や対話を通じて市民意見を聴取し、その反映に努めます。 

 

（2）他の自治体や国・北海道などとの連携 

複数の市町村が関わる広域的な問題については、関係市町村や国、北海道などと連携した取組を進

めるほか、必要に応じて国や道への要請を行っていきます。 

 

（3）行動指針に基づく環境配慮行動の促進 

市民や事業者が行う取組として計画に掲げた「行動指針」については、それぞれが自主的に実践し

ていくことが望まれます。 

家庭や職場、学校などで行える身近な環境配慮の取組が進むよう、情報や学習機会の提供を行うこ

とによって、環境配慮行動を促進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-3：計画の協働推進 
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